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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２５年３月２８日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗組員死亡 

発生日時 平成２４年４月２３日 ０７時００分ごろ 

発生場所 福岡県宗像
むなかた

市沖ノ島北方沖  

 宗像市所在の沖ノ島灯台から真方位０１９°１６.３海里付近 

 （概位 北緯３４°３０.０′ 東経１３０°１２.７′） 

事故調査の経過  平成２４年４月２４日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者としての甲板員Ａからの意見聴取は、本人が本事故で死

亡したため行わなかった。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 第二十二仁
じん

洋
よう

丸、７５トン 

 １３４５０６、有限会社佐賀水産 

 ２７.５０ｍ（Lr）×５.８０ｍ×２.４５ｍ、鋼 

 ディーゼル機関、７３５kＷ、平成７年４月５日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ２８歳 

 五級海技士（航海）（履歴限定） 

  免 許 年 月 日 平成２１年６月１２日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成２１年６月１２日 

  免状有効期間満了日 平成２６年６月１１日 

甲板員Ａ 男性 ６２歳 

 漁船の船員として約４７年の経験を有していた。 

 死傷者等 死亡 １人（甲板員Ａ） 

 損傷 なし 

 事故の経過  本船は、船長及び甲板員Ａほか７人が乗り組み、沖ノ島北方沖にお

いて、主船と共に２そう引きによる底びき網漁の操業中、副漁労長が

手動操舵に就き、主船と一定の間隔を保ち、約３ノットの速力でえい
．．

網しながら南東進していた。 

 本船は、投網作業で網の先端を人力で海中に投じる際、甲板上に畳

んである網が一気に海中に出て行き、網に巻き込まれるなどの不慮の

事態を防ぐため、網の先端から約１０ｍの部分を船尾端のギャロース

にフック付きのロープで仮止めしておき、網の先端を人力で海中に投

じたのち、網の周囲の安全を確認してフック付きのロープを外し、全

ての網を投じる手順で作業を行っていた。 
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 甲板長及び甲板員Ａは、次の投網作業の準備のため、甲板員Ａがワ

イヤ先端のフックを網の先端から約１０ｍの部分に掛け、甲板長がワ

イヤをギャロースの滑車を介して電動キャプスタンで巻いて網をつり

上げたのち、甲板員Ａが、船尾方を向き、網に取り付けられたタイヤ

に左足を、曲面となっているロープガイドに右足をそれぞれ乗せて網

に体重を預けた体勢で網をギャロースにフック付きのロープで仮止め

する作業を行っていた。 

 甲板長は、甲板員Ａが作業を終えるまでの間、左舷方の海上を見て

いたが、甲板員Ａの声に気付き、船尾方に目を向けたところ、平成２

４年４月２３日０７時００分ごろ落水する甲板員Ａの足を目撃し、直

ちに甲板中央で魚の選別作業を行っていた他の乗組員に大声で落水を

知らせた。 

 船長は、他の乗組員と共に魚の選別作業を行っていたところ、落水

の知らせを聞き、直ちに機関を停止させ、‘ロープを取り付けた古い

漁網用のブイ’（以下「本件ブイ」という。）を持ち、海に飛び込み、

泳いで救助に向かった。 

 船長は、海面に浮上して溺れていた甲板員Ａにたどり着き、甲板員

Ａを本件ブイにつかまらせ、他の乗組員がロープを引いて本船に引き

寄せているうち、甲板員Ａの意識がなくなったので、甲板員Ａの腰に

ロープを巻き付けて本船に引き上げた。 

 本船は、海上保安庁に救助を要請し、甲板員Ａの心臓マッサージを

行いながら関門港に向けて航行中、到着した海上保安庁のヘリコプタ

ーに甲板員Ａを移送させたのち、関門港下関区に入港した。 

 甲板員Ａは、病院へ搬送されたが、溺死と検案された。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 南西、風力 １、視界 良好 

海象：波高 約１.５ｍ 

 その他の事項  甲板員Ａが落水に至る状況を目撃した者はいなかった。 

 甲板員Ａが落水したとき、フック付きのロープで網は仮止めされて

おらず、網をつり上げたワイヤ先端のフックのかん合部分が外れてい

た。 

 網を仮止めするために使用していたフック付きのロープには、フッ

クのかん合部分が外れないようにするためのピン（以下「離脱防止ピ

ン」という。）が取り付けてあり、使用されていたが、網をつり上げ

るワイヤ先端のフックには離脱防止ピンを取り付けていなかった。 

 甲板員Ａは、雨合羽と長靴を着用しており、作業用救命衣を投網作

業の準備前に脱ぎ、命綱を使用していなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 

不明 

不明 

不明 
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 判明した事項の解析  甲板員Ａは、溺死した。 

 本船は、沖ノ島北方沖において、２そう引きによる底びき網漁の操

業中、船尾端のギャロースに網をワイヤでつったのち、甲板員Ａが、

網をフック付きのロープでギャロースに仮止めする作業を行っていた

ところ、網をつっていたワイヤ先端のフックのかん合部分が外れて網

が落下したことから、落水して溺死したものと考えられる。 

 ワイヤ先端のフックのかん合部分が外れた状況を明らかにすること

はできなかったが、ワイヤ先端のフックに離脱防止ピンが付いてお

り、使用されていれば、かん合部分が外れることはなかったものと考

えられる。 

 甲板員Ａは、網を仮止めする作業を行う際、命綱を使用していれ

ば、落水しなかったものと考えられる。 

原因  本事故は、本船が、沖ノ島北方沖において、２そう引きによる底び

き網漁の操業中、船尾端のギャロースに網をワイヤでつったのち、甲

板員Ａが、網をフック付きのロープでギャロースに仮止めする作業を

行っていたところ、網をつっていたワイヤ先端のフックのかん合部分

が外れて網が落下したため、落水したことにより発生したものと考え

られる。 

参考 船舶所有者は、本事故後、ワイヤ先端のフックを離脱防止ピンが付

いたものに交換した。 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・落水する虞がある場所で作業を行うときは、命綱を使用するこ

と。 

 ・甲板上で作業を行うときは、万一の落水に備え、常に作業用救命

衣を着用すること。 

 




